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平成２９年８月２４日 

（一社）日本民間放送連盟 

 

「ＮＨＫインターネット実施基準の変更の認可申請に対する総務省の考え方」に対する意見 

 

該当箇所 意 見 

Ⅲ 現時点における総務省の考え方 

（２）審査ガイドラインに照らした検討 

１．法第１５条の目的達成に資すること（法第２０条第１０項

第１号関係） 

② 市場の競争を阻害しないこと  

変更案により、 

ア 実施に要する費用として、各年度の受信料収入の２．５％を

上限とする現行の実施基準の変更を行うものではなく、現行の

実施基準の費用の範囲内で実施するものであること、 

イ 市場競争との関係について、国内テレビジョン放送の放送と

同時に行う「試験的提供」について、公共放送として先導的な

役割を担うことが期待される公共性の高い取組を中心とした現

行の実施基準の枠組を変更するものでないこと 

から、本業務の見直しが市場の競争を阻害するおそれは低いものと

考えられる。 

 

 

 

 

 

 

 

● 今般のインターネット実施基準の変更によってＮＨＫテレビ放

送の試験的提供の範囲が拡大するにも関わらず、現行の実施基準

の変更を行うものではないことなどを理由に「本業務の見直しが

市場の競争を阻害するおそれは低いものと考えられる」と結論付

けるのは、いささか早計ではないかと考えます。 

● 特に試験的提供ＡおよびＣの実施は民間事業者が放送あるいは

インターネット配信するスポーツイベント（ピョンチャン五輪な

ど）と重複・競合し競争環境を阻害することがないよう、民間事

業者の商業性に配慮することが重要です。そのため、認可の条件

に「市場の競争を阻害しないこととの関係を十分考慮しつつ実施

すること」を追加するよう要望します。 
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該当箇所 意 見 

Ⅳ 結論 

以上の審査結果に基づき、本件認可申請について、次の事項が適

切に履行されることを前提（条件）として、これを認可することが

適当であると考える。 

今般の変更案に伴う「試験的な提供」の実施に当たっては、 

・ 本提供は段階的に行うものとし、新たな提供はそれまでの結

果を検証しつつ効率的に実施すること。また、現行の受信料制

度を踏まえて行うこと。 

・ 本提供の実施財源は受信料であることを踏まえ、試験として

の目的に必要な期間及び費用の範囲内で行うこと。また、試験

の規模・参加者等について、受信料の公平負担との関係を十分

考慮しつつ実施すること。 

・ 本提供に際しては、事前に必要な周知を図るほか、サービス

内容・期間等について適切に情報提供を行うこと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● 必要な条件を付して認可するという総務省の考え方に賛成しま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● 試験的提供により得られる知見の客観性、有用性を担保するた

め、当該条件の末尾に「ただし、事前の周知内容等が検証結果に

影響を及ぼすことがないよう十分配慮すること」との文言を追加

するよう要望します。 

  ＮＨＫは同時配信の利便性をことさら強調して周知を図ること

なく、同時配信サービスの改善・向上の検討という実施目的を丁

寧に説明することが望まれます。 

 

 

 



- 3 - 

 

該当箇所 意 見 

・ 地域放送番組の配信に関する課題の検証にあたっては、少な

くとも一部については放送対象地域内に限定して配信を行う

「地域制限」を実施し、当該検証の結果について、民間放送事

業者等の関連事業者からの求めに応じ共有に努めるほか、本提

供による検証に際し、事前・事後において関連事業者と積極的

な連携に努めること。 

 

 

・ 本提供により得られた知見についてできる限り関連事業者と

共有を図り、より詳細な分析を行い、その結果についても適切

に公表を行うこと。 

● 地域制限の実施とその検証結果の共有、事前・事後の関連事業

者との連携を条件とすることはＮＨＫのインターネット活用業務

と放送制度の整合性を検証する観点から、極めて適切であると考

えます。 

  ＮＨＫのインターネット活用業務はあくまで放送の補完であ

り、放送のインターネット配信においては地域制限を行うべきだ

と考えます。 

 

● 得られた知見の関係事業者との共有や、より詳細な分析、その

結果の適切な公表を条件とすることは、常時同時配信などに関す

る社会的意義やニーズなどの判断材料を国民・視聴者に提示する

観点から、極めて妥当であると考えます。 

  ＮＨＫは結果の分析・評価にあたり、例えば「利用しなかった

人」の傾向なども含め、ネット配信に関するニーズを多面的かつ

精緻に検証することが望ましいと考えます。 

 

 


